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生産支援覚書 

（３Ｄプリンターレンタル契約付随） 

株式会社 M&C テクノロジー（以下「甲」という）と、村長会員（以下「乙」という）は、両者間で

締結済みの「３Ｄプリンターレンタル契約書」に基づき、甲が提示する需要計画に応じて乙が本機

材を用いた生産支援を行うことについて、以下の通り合意する。 

 

第１条（目的） 

乙は甲の需要計画に従い、本機材を用いて指定された製品を造形し、甲に納品する。 

 

第２条（生産条件） 

1. 製品の種類：「生産支援相殺条件一覧参考 」 

2. 数量：「生産支援相殺条件一覧参考」 

3. 納期：「生産支援相殺条件一覧参考」 

4. 納品方法：甲が指定する住所へ発送 

（〒540-0012 大阪市中央区谷町 3-2-15-401 (株)M＆C テクノロジー 06-6121-2267） 

5. 送料負担：乙が負担します。 

第３条（報酬およびレンタル料相殺） 

1. 乙が本覚書に基づき生産・納品した製品について、甲は乙に対し、以下の条件で報酬を支払

う。 
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o 相殺基準数量・金額・追加買取単価 は、別表に定める。 

2. 相殺基準数量の納品をもって、その月のレンタル料金（税込 6,980 円）と相殺完了とする。 

3. 相殺基準数量を超えて納品された分については、別表に定める追加買取単価に基づき報酬を

支払う。 

4. 相殺基準数量に満たない場合、乙は不足分について甲にレンタル料との差額を支払うものと

する。 

5. 別表は必要に応じて甲乙協議のうえ変更でき、その効力は本覚書と同等とする。 

 

別表（生産支援相殺条件一覧・例） 

生産品目 相殺基準数量 相殺金額（税込） 追加買取単価（税込） 

バンド 100 個 6,980 円 80 円／個 

カメラ本体 70 個 6,980 円 95 円／個 

 

第４条（検品・再生産） 

1. 乙が納品した製品は甲が検品を行う。 

2. 不良品が確認された場合、乙は甲の指示に従い再生産または返品対応を行う。 

 

第５条（禁止事項） 

1. 乙は甲の需要計画外で同一製品を生産・販売してはならない。 

2. 甲の商標・ブランド名を無断で使用してはならない。 
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第６条（その他） 

1. 本覚書に定めのない事項は、基本契約（３Ｄプリンターレンタル契約書）の条項に従う。 

2. 必要に応じ、甲乙協議の上、覚書内容を変更できる。 

 

署名 

甲：株式会社 M&C テクノロジー 

                   住 所：540-0012 大阪市中央区谷町 3-2-15 

(株)M＆C テクノロジー       

               代表者：  賀金晶     印 

                     乙（村長氏名）： 

住 所： 

                署 名：              印 

 


